
 

平成 29年 1月 31日 

各 位  

                                 

 

 

 

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 29 年１月 31 日開催の取締役会において、平成 29 年６月開催予定の第 80

期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社は 1999年に執行役員制度を導入し、監督と執行の分離を図るとともに、諮問委

員会等の設置、取締役会議長と社長の分離、取締役の過半数を非業務執行取締役にす

るなど、取締役会の監督機能を向上させてまいりました。 

今般、更に取締役会の監督機能を向上させるために、取締役会議長である取締役会

長を除いて役付取締役を廃止します。同時に、最適かつ機動的な執行体制を構築する

ために、業務執行の最高責任者である社長は執行役員の役位とし、執行役員の中から

社長を選定します。 

これらのことにより、監督機能と執行機能の分離をより一層進め、それぞれの責任

を明確にすることにより、持続的な企業価値の向上を実現します。 

 上記の考え方に基づき、現行定款に以下の通り変更を行います。 

 

（１）取締役会議長である取締役会長を除いて役付取締役を廃止いたします。（変更案第 23

条） 

（２）執行役員の選任方法および役割等を明確にし、業務執行の最高責任者である社長を

執行役員の役位とし、執行役員の中から社長を選定できるようにいたします。（変更

案第 31条） 

（３）上記に関連して、株主総会の招集者および議長に関する規定の変更（変更案第 15条 

および第 16 条）および代表取締役の選定方法の変更（変更案第 24 条）をいたしま

す。 

（４）その他、必要な文言の加除、修正等所要の変更をいたします。  
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２．変更の内容 

（下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

（招集者） 

第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めが

ある場合のほか、取締役会の決議にもとづ

き、取締役社長がこれを招集し、取締役社長

に事故があるときは、取締役会においてあら

かじめ定めた順序により他の取締役がこれ

に代る。 

（招集者） 

第 15 条  株主総会は、法令に別段の定めが

ある場合のほか、取締役会の決議にもとづ

き、取締役会においてあらかじめ定めた順序

により取締役がこれを招集する。 

（議長） 

第 16 条 株主総会の議長は、取締役社長が

これにあたり、取締役社長に事故があるとき

は、取締役会においてあらかじめ定めた順序

により他の取締役がこれに代る。 

（議長） 

第 16条 株主総会の議長は、取締役会におい

てあらかじめ定めた順序により取締役がこ

れにあたる。 

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役、取締役会および執行役員 

（役付取締役）  

第 23 条 当会社は、取締役会の決議によって

取締役会長、取締役社長各１名、取締役副会

長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役

および取締役相談役各若干名を定めること

ができる。 

（取締役会長） 

第 23 条 取締役会は、その決議によって取

締役の中から会長１名を定めることができ

る。 

（代表取締役）  

第 24 条 取締役社長は代表取締役とする。 

２ 前項のほか、取締役会の決議によって前

条の役付取締役のなかから代表取締役を選

定することができる。 

（代表取締役） 

第 24 条 取締役会は、その決議によって取

締役の中から代表取締役を選定する。 

 

（新設） 

 

 

（執行役員） 

第 31 条 取締役会は、その決議によって執

行役員を定め、業務を執行させることができ

る。 

２ 取締役会は、その決議によって執行役員

の中から社長１名およびその他の役付執行

役員を定めることができる。 

第 31条～第 43条（条文省略） 第 32条～第 44条（現行どおり） 

 

 

  以 上 


